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（１）幼児教育施策全体
の動向について
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幼稚園 保育所 認定こども園（全類型） 幼保連携型認定こども園等

（園）

幼稚園・認定こども園・保育所 施設数年次比較

昭和60年度 15,220園

平成27年度 子ども・子育て支援新制度施行

（注）・幼稚園には幼稚園型認定こども園を、保育所には保育所型認定こども園、特定地域型保育事業（※平成27年度より）を含む。
・幼保連携型認定こども園等は、幼保連携型認定こども園と地方裁量型認定こども園の合計。

         ・平成27年度より、幼保連携型認定こども園は単一の認可施設。平成26年度以前は、幼稚園及び保育所にそれぞれ算入。
・幼稚園の数値は「学校基本調査」（各年５月1日現在。令和7年度のみ速報値。）、認定こども園の数値は「認定こども園に関する状況について」（各年4月1日現在）より。
・保育所の数値は「保育所等関連状況取りまとめ」（各年4月1日現在）より。
※平成26年度以前の数値は「社会福祉施設等調査」（各年10月1日現在）より推計。

幼稚園
令和7年度 8,225園

保育所 令和7年度 30,781園

幼保連携型認定こども園等
令和7年度 7,558園

認定こども園（全類型）
令和7年度 11,212園

4



0

50

100

150

200

250

300

昭和48 52 56 60 平成元 5 9 13 17 21 25 29 令和3 7

幼稚園 保育所 認定こども園（全類型) 幼保連携型認定こども園等

（万人）

幼稚園・認定こども園・保育所 在園者数年次比較

昭和53年度 2,497,895人

昭和55年度 1,996,082人

保育所 令和7年度 1,911,864人

幼稚園 令和7年度 689,570人

認定こども園（全類型）
令和7年度 1,215,916人

幼保連携型認定こども園等
令和7年度 858,852人

平成27年度 子ども・子育て支援新制度施行

（注）・幼稚園には幼稚園型認定こども園を、保育所には保育所型認定こども園、特定地域型保育事業（※平成27年度より）を含む。
・幼保連携型認定こども園等は、幼保連携型認定こども園と地方裁量型認定こども園の合計。

         ・平成27年度より、幼保連携型認定こども園は単一の認可施設。平成26年度以前は、幼稚園及び保育所にそれぞれ算入。
・幼稚園の数値は「学校基本調査」（各年５月1日現在。令和7年度のみ速報値。）、認定こども園の数値は「認定こども園に関する状況について」（各年4月1日現在）より。
・保育所の数値は「保育所等関連状況取りまとめ」（各年4月1日現在）より。
※平成26年度以前の数値は「社会福祉施設等調査」（各年10月1日現在）より推計。 5



こども家庭庁
・就学前の子供の健やかな成長のための環境の確保、子育て

支援を所掌。
・保育所を所管、認定こども園を共管。
・給付を含む子育て支援全般を実施。

文部科学省としては、施設類型によらず小学校就学前の全ての子供たちの学び（幼児教育）を
支え質の向上等を図り、小学校以降の教育に円滑に接続することが重要と認識。

○幼稚園教育要領
○幼稚園教諭の養成等

○保育所保育指針
○保育士の養成等

保育所幼稚園

小学校就学前の子供に対する学びや育ちを支える国の支援体制（イメージ）

・幼児教育の振興を所掌。
・幼稚園を所管、認定こども園を共管。
・幼児教育の質の向上や小学校教育への円滑な接続
等に向けた環境整備を支援。

文部科学省

認定こども園
○幼保連携型認定こども園教育・保

育要領
○保育教諭（幼稚園教諭＋保育士）

小学校

３施設の教育内容の基準の整合性を制度的
に担保。

幼稚園教諭と保育士資格の併有を促進
するため、片方の免許（資格）がある
場合に追加で修得する単位数を特例的
に軽減（～令和11年度）。

円滑な接続を
目指す
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主な幼児期の教育に関する施設類型の比較

幼稚園 認定こども園 保育所

公立
私立

幼稚園型 幼保連携型 保育所型 地方
裁量型 公立 私立私学助成園

（私学助成の対象）
新制度園

（子ども・子育て
支援制度の対象）

園数

約7,000園 約10,500園 約2.2万園

約2,400園 約3,200園 約1,400園 約1,500園 約7,100園 約1,800園 87園 約6,300園 約1.6万園

幼児数 約7.6万人 約37万人 約15万人 約17万人 約84万人 約16万人 4,980人 約51万人 約126万人

法的
性格 学校 学校

学校
かつ

児童福祉
施設

児童福祉
施設

認可外
施設 児童福祉施設

職員の
性格 幼稚園教諭（免許状）

３歳以上
…併有が望ましい
３歳未満
…要保育士資格

保育教諭
幼稚園教諭免許

＋
保育士資格

３歳以上…併有が望ましい
３歳未満…要保育士資格 保育士（資格）

教育内容の
基準 ①幼稚園教育要領

②を踏まえると
ともに、①及び
③に基づく

②幼保連携型
認定こども園
教育・保育要領

②を踏まえるとともに、
①及び③に基づく ③保育所保育指針

※１ 私学助成園
・入園選考……各園の受け入れ方針に基づき選考
・保育料……各園が決定

※２ 新制度園、認定こども園、保育所等
・入園選考……入園の申し込みがあった場合、応諾義務がある（利用定員を超える場合には、公正な方法等により選考）
・保育料……上乗せ徴収等については、保護者からの文書での同意が必要

（出典）学校基本調査（令和6年5月）、新制度への移行状況等調査（令和6年4月）、認定こども園に関する状況について（令和6年4月）、社会福祉施設等調査（令和5年10月）
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幼保小接続に関するこれまでの経緯
幼稚園教育の成果を小学校へつなげるため、意

見交換などを通じて幼児と児童の実態や指導の在
り方について相互理解を深めたり、幼児と児童が
交流したりするなどの連携や交流を図る。

（答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校の学習指導要領等の改善について」）

幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続のため、
子供同士の交流活動や職員同士の情報共有の機
会などの連携を図る。 （幼稚園教育要領等）

子供の交流活動や教職員の意見交換等は実施されてきたが、「接続関係を具体的にすることが難しい」等の理由か
ら幼保小接続のための取組が十分とはいえない。今の学びがどのように育っていくのかを見通すことができ、今の学
習がどのように育ってきたのかを見通すことができる教育課程の編成・実施が求められる。

（「幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続の在り方について(報告)」）

幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図る観点
から、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
を新たに位置付けることや学校全体で取り組むス
タートカリキュラムとすることが必要である。

(答申「幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校の
          学習指導要領等の改善及び必要な方策等について)

小学校教師との意見交換会や合同の研究、「幼
児期の終わりまでに育ってほしい姿」の共有など、
小学校教育との円滑な接続に努めること。

（幼稚園教育要領等）

平成20年 平成20年
告示

平成22年

平成28年 平成29年
告示

５歳児と小学校１年生の各カリキュラムがバラバラに策定され理念が共通していない、小学校側の取組が教育方法
の改善に踏み込まず学校探検等にとどまる等から、５歳児のカリキュラムと小学校１年生のカリキュラムを一体的に
捉えることを推進。 (「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き(初版)」)

幼保小が教育課程の違いを越えて相互理解を深めるためには、協働し共通の視点を持って教育課程や指導計画等を
具体化できるよう、架け橋期のカリキュラムを作成することが重要である。

（審議まとめ「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について～幼保小の協働による架け橋期の教育の充実～」）

令和4年

令和5年

生活科を中心とした合科的・関連的な指導の
工夫（スタートカリキュラム）を行う。

（小学校学習指導要領）

入学当初はスタートカリキュラムの編成も効
果的である。 （小学校学習指導要領解説）
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「幼児教育センター」の設置等による幼児教育推進体制の充実

○ 複数の施設類型が存在し、私立が多い幼児教育の現場
において、設置者・施設類型の垣根を越えて、地方公共団
体における地域の幼児教育の拠点として、保育者の専門性
の向上等の取組を一体的に推進。

○ 幼保小の担当部局の連携・協働や幼保の担当部局を一
元化し、地方自治体において、幼児教育の質の向上や幼保
小の接続等の取組を一体的に推進。

【幼児教育センターの役割の例】

 幼児教育施設に対する助言・援助・情報提供
 幼稚園教諭・保育士・保育教諭に対する研修
 幼児教育の内容・指導方法等に関する調査研究
 幼児教育アドバイザー等の育成・配置
 幼児教育施設への幼児教育アドバイザー等の派遣

など

幼児教育センター
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「幼保小の架け橋プログラム」の推進について

地域における体制のイメージ

地域の全関係機関の参画による「幼保小の架け橋期のカリキュラム」の
作成、実施、評価、改善

自治体における取組

架け橋期のカリキュラム開発会議

• 幼稚園、保育所、認定こども園、小学校
• 教育委員会、子育て担当部局
• 教員等養成や研修に関わる大学や専門学校
• 幼保小の関係団体 ・保護者や地域の関係者
• 架け橋期のコーディネーター、幼児教育アドバイザー、有識者 等

• 架け橋期のカリキュラムの作成
• カリキュラムの実施に必要となる研修
• 持続的・発展的な架け橋期のカリキュラムに必要な支援
• 国による架け橋期の教育の質保障の枠組みからの助言や各園・小学校
の実践の検証結果を踏まえ改善 等

構
成
員

取
組
内
容

各幼児教育施設・小学校における架け橋期のカリキュラムを踏まえた
教育課程編成・指導計画の作成、実施、評価、改善

幼保小の円滑な接続に向けた助言を行う架け橋期のコーディネーター等
の派遣など、持続的・発展的に実施する組織体制の構築

幼保小の架け橋期（５歳児から小学校１年生までの２年間）の教育の充実を図るため、0歳から18歳の発達や学びの連続性
を踏まえ、5歳児のカリキュラムと小学校1年生のカリキュラムを一体的に捉え、地域の幼児教育と小学校教育の関係者が連携・協
働して、カリキュラム・教育方法の充実・改善を促進し、域内の全ての子供に学びや生活の基盤を育むことを目指す取組。

幼保小の先生が、相互の教育内容や教育方法の充実を図るため、共通の教育的視点を基
に、協働して作成する架け橋期(5歳児から小学校1年生までの2年間)のカリキュラム。

※文部科学省において、令和4年3月に、「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き」と「参考資料」を作成

架け橋期のカリキュラム

小学校家庭 地域

設置者や施設類型を問わず、家庭や地域の状況に関わらず、
全ての子供に格差なく質の高い学びを保障

幼児教育と小学校教育の円滑な接続
幼保小の相互理解、連携・協働

幼稚園 認定
こども園 保育所

子供に関わる全ての関係者が
立場を越えて連携・協働

保護者や地域住民の参画
社会に開かれたカリキュラム

地域一体で幼児教育の
質を高め合う体制作り

0歳～18歳の学びの連続性
教育の連続性・一貫性の確保

架け橋期の
コーディネーター

幼児教育
アドバイザー

架け橋期のコーディネーター
兼 幼児教育アドバイザー

教育委員会

幼児教育センター

保健・福祉
担当部局

幼保小の架け橋プログラム

“架け橋期のカリキュラム”
の作成・実施・評価・改善等を通して

地域で一体となって幼児教育施設と小学
校の接続を進めるためには、教育委員会が
主導的な役割を発揮することが必要。

【参考】
幼保小の架け橋プログラムの
実施に向けての手引き 等

３歳児

４歳児

小学校1年生

小学校2年生

５歳児

教育の
連続性・一貫性

の確保

架け橋期

…
…
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幼児教育推進体制等を活用した幼保小の架け橋プログラム促進事業 R7年度～

「幼保小の架け橋プログラム」の推進について
地域における「幼保小の架け橋プログラム」実践・成果の検証 R4～R6年度

モデル地域の成果検証モデル地域(19自治体)における先進事例の実践

中央教育審議会初等中等教育分科会「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員
会」における議論を踏まえ、19自治体をモデル地域として採択し、取組を実施。

研究機関による実地調査やヒアリング、アンケート等の客観的な調査を通じて、モデル
地域における「幼保小の架け橋プログラム」の取組状況やその成果を検証。

• 教育委員会が先導して、域内の幼児教育施設・小学校と協議しながらモデルカ
リキュラムを策定

• 小学校区を目安に幼児教
育施設と小学校のグループを
つくり、架け橋期のカリキュラム
を作成するための協議の場を
設定 等

取組内容 幼保小の架け橋プログラムの成果

開発会議で作成する
“架け橋期のカリキュラム”

のイメージ

幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上を図るため、自治体における
幼児教育センター等の幼児教育推進体制等を活用した、架け橋期のコー
ディネーター等の育成・派遣を推進すること等により、5歳児から小学校1年
生までの架け橋期のカリキュラムの作成･実施・評価・改善を行うための体制
を構築し、全国規模で「幼保小の架け橋プログラム」の更なる促進を図る。

小学校との接続・連携に係る支援（小学校接続加算）

実施
主体

都道府県
市区町村

補助率 1/2
一部1/3

補助対象
経費

幼児教育アドバイザーや架け橋期の
コーディネータ等の派遣・育成に必要な
経費、架け橋期のカリキュラム開発会議
等の開催に必要な経費、公開保育・研
修等の実施に必要な経費 等

子ども・子育て支援制度においては、子供の発達や学びの連続性を確保して、小学校への円滑な接続を図る
ため、交流活動等を通じて小学校との連携・接続に係る取組を行う幼稚園・保育所・認定こども園に対する支
援を行っており、架け橋期の教育の更なる充実を図るため、令和６年度から「小学校と協働して、５歳児から
小学校１年生の２年間のカリキュラムを編成・実施（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的
な編成に着手していると認められる場合も含む）」の取組等を行う施設への加算額を317,130円に増額。

(令和６年10月30日 事務連絡)
「幼児教育施設及び小学校における
架け橋期の教育の充実について」

【参考】

【参考】
本事業採択自治体
の成果報告資料等

主体性を発揮する
児童の姿の増加
円滑な学級経営

(学校生活)のスタート

登校渋りの児童の減少

児童同士のトラブルの軽減

友達と協働的に関わる
児童の姿の増加

保護者からの苦情の軽減

児童の学力向上

出典：幼保小の架け橋プログラムのモデル地域における成果に係る調査研究

本事業の採択自治体（32） その他の自治体（616）

※各自治体において幼保小の接続の取り組みを進めている中、採択自治体においては、幼保小の架
け橋プログラムの手引きに基づき、架け橋期(5歳児から小学校1年生)のカリキュラムの作成、実施、
評価・改善に重点を置き、取組を実施

11



幼保小の接続（架け橋プログラム）の取組の課題

○ 都道府県では、架け橋期の教育における課題として、「園と小学校の間の温度差」、「教育内容等の相互
理解」、「幼保小の先生の連携に向けた準備時間の確保」が多く挙げられる。

○ 市町村では、架け橋期の教育における課題として、「幼保小の先生の連携に向けた準備時間の確保」、「教
育内容等の相互理解」、「幼保小の先生の交流の機会の不足」、「園と小学校の温度差」が多く挙げられる。

（幼保小の架け橋プログラム事業におけるアンケート調査結果より）
※令和４～６年度の「幼保小の架け橋プログラム」に採択された19の自治体及びそれ以外の自治体に対して調査

12
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幼稚園等と小学校における接続の状況

○ 幼小接続に関し、幼稚園においては、接続を見通した教育課程の編成・実施が行われている（ステップ３・
４）割合は24.8% ＝ 約４分の３の幼稚園は、接続を見通した教育課程の編成・実施には至っていない。

○ 幼保連携型認定こども園においては、ステップ３・４の割合は32.4%＝約３分の２が幼保小接続を教育課
程の中に組み込みには至っていない。

※1 母数：
・8,007幼稚園（公立：2,494園、私立：5,513園）
・6,673幼保連携型認定こども園（公立：945園、私立：5,728園）

※2 グラフ中の（ ）内は園数

■ステップ０：
連携の予定・計画がまだ無い。（無回答含む）

■ステップ１：
連携・接続に着手したいが、まだ検討中である。

■ステップ２：
年数回の授業、行事、研究会などの交流がある
が、接続を見通した教育課程の編成・実施は行
われていない。

■ステップ３：
授業、行事、研究会などの交流が充実し、接続
を見通した教育課程の編成・実施が行われてい
る。

■ステップ４：
接続を見通して編成・実施された教育課程につ
いて、実施結果を踏まえ、更によりよいものと
なるよう検討が行われている。

小学校との接続の状況
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幼 稚 園

ステップ０12.2%

（973）

ステップ１14.4%

（1,157）

ステップ２48.6%

（3,895）

ステップ３18.2%

（1,455）

ステップ４
6.6%（527）

ステップ０10.5%

（703）

ステップ１
14.0%（934）

ステップ２43.0%

（2,872）

ステップ３
24.2%（1,614）

ステップ４8.2%

（550）

幼保連携型認定こども園

出典：令和５年度幼児教育実態調査



満３歳未満児の定期的又は一時的な預かりを実施している幼稚園は全体の28.1％

在籍園児の預かり保育を実施している幼稚園は全体の90.9%

約８割の幼稚園で17時以降も在籍園児の預かり保育を提供

出典：令和５年度幼児教育実態調査
幼稚園等における預かり保育等の実施園数

5.5%

44.6% 46.5% 47.0%
52.5% 59.7% 60.9% 66.0% 70.5% 76.4% 77.4%

46.0%

87.6% 88.1% 88.8% 89.6% 94.2% 95.0% 96.5% 96.9% 96.9% 97.1%

29.2%

70.6% 71.7% 72.5% 75.4% 81.4% 82.5% 85.2% 87.8% 90.1% 90.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成９年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成22年度 平成24年度 平成26年度 平成28年度 令和元年度 令和３年度 令和５年度

公立幼稚園
私立幼稚園
幼稚園全体

※ 母数：【平成22年度以前】学校基本調査の幼稚園数（幼稚園型認定こども園を含む。以下同じ）
【平成24・26・28年度、令和元年度、令和３年度】調査回答幼稚園数 【令和５年度】8,007幼稚園（公立：2,494園、私立：5,513園）（無回答含む）

31.2%

5.1%

11.7%

21.7%

12.2%

14.6%

43.3%

71.9%

64.6%

3.1%

8.6%

7.2%

0.7%

2.2%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立幼稚園

私立幼稚園

幼稚園全体

17時より前

17時

17時より後～19時より前

19時以降

無回答

※ 母数：預かり保育を定期的に実施している7,010幼稚園（公立：1,779園、私立：5,231園）

※１ 母数：8,007幼稚園（公立：2,494園、私立：5,513園） ※３ 親子登園などの保護者とともに過ごすものは除く。
※２ 入園前に一時的に行う、いわゆる「ならし保育」を除く。 ※４ 時間の長短は問わない。

1.6%

33.4%

23.5%

0.8%
6.4%

4.6%

97.7%

60.2%

71.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公立幼稚園

私立幼稚園

幼稚園全体

定期的に実施

保護者からの要望に応
じて実施
実施していない
（無回答含む）

0.0%

0.2%

0.2%

0.0%
0.3%

0.3%

36.2%

70.9%

70.0%

0.0%

0.2%

0.2%

15.5%

7.7%

7.9%

43.1%

16.8%

17.5%

5.2%

3.9%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公立幼稚園

私立幼稚園

幼稚園全体

０歳児のみ

１歳児のみ

２歳児のみ

０～１歳児

０～２歳児

１～２歳児

その他
（無回答含む）

・満３歳未満児を預かる保育活動の実施状況及び最も受け入れている幼児の年齢

・平日の預かり保育終了時間

・預かり保育を実施している幼稚園

平日の受入れ幼児
数（※２）

土曜日における
預かり保育実施状

況（※３）

長期休業日におけ
る預かり保育実施
状況（※４）

公立幼稚園 6.4人/園・日 7.1% 56.9%

私立幼稚園 17.4人/園・日 22.2% 83.2%

幼稚園全体 14.5人/園・日 17.5% 75.0%
※１ 母数：8,007幼稚園（公立：2,494園、私立：5,513園）
※２ 令和５年６月の平日の受入れ延べ人数および延べ人数の回答があった園数（7,013園
（公立：1,839園、私立：5,174園）から算出。（令和５年６月の平日は22日として算出）
※３ 土曜日に預かり保育を定期的に実施していると回答があった幼稚園の割合
※４ 春・夏・冬季休業日のすべての休業日で平日と同程度に実施していると回答があった
幼稚園の割合。無回答は実施していないとみなした。
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幼 稚 園
※ 「障害のある幼児等」は園の認識において判断した数を指しており、必ずしも診断や手帳を有しているものではない。

障害のある幼児数
（A）

当該幼児が
在園している園数

（B)

全園のうち、当該幼児が
１人でも在園している

園の割合
１園あたりの人数

（A/B)

公立幼稚園 14,522人 2,033園 81.5% 7.1人/園
私立幼稚園 31,529人 4,139園 75.1% 7.6人/園
幼稚園全体 46,051人 6,172園 77.1% 7.5人/園

幼保連携型認定こども園

障害のある幼児数
（A）

当該幼児が
在園している園数

（B)

全園のうち、当該幼児が
１人でも在園している

園の割合
１園あたりの人数

（A/B)

公立幼保連携型認定こども園 8,336人 827園 87.5% 10.1人/園
私立幼保連携型認定こども園 29,136人 4,509園 78.7% 6.5人/園
幼保連携型認定こども園全体 37,472人 5,336園 80.0% 7.0人/園

〇障害のある幼児等の数の推移（令和３年度 → 令和５年度）

令和3年度 令和5年度
幼稚園 56,401人 46,051人

幼保連携型認定こども園 24,600人 37,472人
合計 81,001人 83,523人

障害のある幼児等の数
〇障害のある幼児等の数（令和５年５月１日時点）

幼児教育実態調査
（文部科学省実施）

障害のある幼児等の数は、
2年間で2,522人増加

※幼稚園全体（障害のある幼児を含まない幼稚園を含む）を母数とする場合は、公立5.8人／園、私立5.7人／園、全体5.8人／園

※幼保連携型認定こども園全体（障害のある幼児を含まない幼稚園を含む）を母数とする場合は、公立8.8人／園、私立5.1人／園、全体5.6人／園
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幼 稚 園

外国人幼児数
（A）

当該幼児が
在園している園数

（B)

全園のうち、当該幼児が
１人でも在園している

園の割合
１園あたりの人数

（A/B)

公立幼稚園 1,775人 606園 24.3% 2.9人/園
私立幼稚園 5,896人 1,282園 23.3% 4.6人/園
幼稚園全体 7,671人 1,888園 23.6% 4.1人/園

幼保連携型認定こども園
外国人幼児数

（A）
当該幼児が

在園している園数
（B)

全園のうち、当該幼児が
１人でも在園している

園の割合
１園あたりの人数

（A/B)

公立幼保連携型認定こども園 892人 250園 26.5% 3.6人/園
私立幼保連携型認定こども園 3,426人 1,087園 19.0% 3.2人/園
幼保連携型認定こども園全体 4,318人 1,337園 20.0% 3.2人/園

〇外国人幼児等の数の推移（令和元年度 → 令和５年度）

令和元年度 令和5年度
幼稚園 7,188人 7,671人

幼保連携型認定こども園 3,522人 4,318人
合計 10,710人 11,989人

外国人幼児等の数

〇外国人幼児等の数（令和５年５月１日時点）

幼児教育実態調査
（文部科学省実施）

外国人幼児等の数は、
4年間で1,279人増加

※幼稚園全体（外国人幼児等を含まない幼稚園を含む）を母数とする場合は、公立0.7人／園、私立1.1人／園、全体1.0人／園

※幼保連携型認定こども園全体（外国人幼児等を含まない幼稚園を含む）を母数とする場合は、公立0.9人／園、私立0.6人／園、全体0.6人／園
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（２）幼稚園教諭の養成
課程の動向について
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教員は、教育職員免許法により授与される各相当の免許状を有
する者でなければならない（免許法第３条第１項）。

2． 免許状主義と開放制の原則

免許状主義

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学とがそ
れぞれの特色を発揮しつつ行っている。

開放制の原則

① 普通免許状 ② 特別免許状 ③ 臨時免許状
（有効期限３年）

それぞれ学校種別 （ 中学校・高等学校については教科別 ）

○ 授与権者：都道府県教育委員会

○ 免許状の有効範囲

・普通免許状 ： 全ての都道府県
・特別免許状 授与を受けた

都道府県内・臨時免許状

専修免許状（修士課程修了程度）

一種免許状（大学卒業程度）

二種免許状（短大卒業程度）

3．免許状の種類

１． 教員免許制度の意義
公の教育を担う教員の資質の保持及び向上並びにその証明を目的とする制度

我が国の教員免許制度について
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① 大学における養成

② 教員資格認定試験（幼稚園、小学校、高等学校（情報））の合格
③ 現職教員の自主的な研鑽を促すため、一定の教職経験や大学等で所要単位により、上位区分、隣接学校種、同校種他教科の免許状を授与する
途を開いている

学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒教科及び教職に関する科目

普通免許状

普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外的に
授与する「助教諭」の免許状

○ 授与要件
都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格

免許状を有しない優れた知識経験を有する社会人を学校現場へ迎え入れる
ため、都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格により授与する「教
諭」の免許状（学校種及び教科ごとに授与）

○ 授与要件
① 担当教科に関する専門的な知識経験や技能を有すること
② 社会的信望・教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有すること

特別免許状 臨時免許状

多様な専門的知識・経験を有する人を教科の学習に迎え入れ
ることにより、学校教育の多様化への対応や活性化を図ることを目
的とした制度。教員免許状を有しない非常勤講師が、教科の領
域の一部を担任することが可能（任命・雇用する者が、あらかじ
め都道府県教育委員会に届出をすることが必要）

① 特別非常勤講師

中学校、高等学校、中等教育学校の前期課程・後期課程、特別支援学校
の中学部・高等部において、相当の免許状を所有する者を教科担任として採
用することができない場合に、校内の他の教科の教員免許状を所有する教諭
等（講師は不可）が、１年に限り、免許外の教科の担任をすることが可能
（校長及び教諭等が、都道府県教育委員会に申請し、許可を得ることが必要）

②免許外教科担任制度

4．免許状主義の例外
※教育職員検定は、都道府県教育委員会が受験者の人物、学力、実務、身体について行うこととされており、具体的な授与基準等の細則は、都道府県ごとに定められている。

我が国の教員免許制度について（続き）

19



各科目に含めることが必要な事項 専修 一種 二種

領域及び
保育内容
の指導法
に関する科
目

• 領域に関する専門的事項※１

• 保育内容の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む。）

16 16 12

教育の基
礎的理解
に関する科
目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思
想

• 教職の意義及び教員の役割・職務内容
（チーム学校への対応を含む。）

• 教育に関する社会的、制度的又は経営的事
項（学校と地域との連携及び学校安全への
対応を含む。）

• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習
の過程

• 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生
徒に対する理解※２

• 教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ
ム・マネジメントを含む。）

10 10 ６

道徳、総合
的な学習
の時間等
の指導法
及び生徒
指導、教育
相談等 に
関する科目

• 教育の方法及び技術（情報機器及び教材
の活用を含む。）

• 幼児理解の理論及び方法
• 教育相談（カウンセリングに関する基礎的な
知識を含む。）の理論及び方法 4 4 4

教育実践
に関する科
目

• 教育実習 ５ ５ ５

• 教職実践演習 ２ ２ ２

大学が独
自に設定す
る科目

38 14 ２

75 51 31

各科目に含めることが必要な事項 専修 一種 二種

教科及び教科の
指導法に関する
科目

• 教科に関する専門的事項※１

• 各教科の指導法（情報通信技術の活
用を含む。）※２

30 30 16

教育の基礎的
理解に関する科
目

• 教育の理念並びに教育に関する歴史及
び思想

• 教職の意義及び教員の役割・職務内
容（チーム学校への対応を含む。）

• 教育に関する社会的、制度的又は経
営的事項（学校と地域との連携及び学
校安全への対応を含む。）

• 幼児、児童及び生徒の心身の発達及
び学習の過程

• 特別の支援を必要とする幼児、児童及
び生徒に対する理解※３

• 教育課程の意義及び編成の方法（カリ
キュラム・マネジメントを含む。）

10 10 ６

道徳、総合的な
学習の時間等の
指導法及び生
徒指導、教育相
談等に関する科
目

• 道徳の理論及び指導法※４

• 総合的な学習の時間の指導法
• 特別活動の指導法
• 教育の方法及び技術
• 情報通信技術を活用した教育の理論
及び方法

• 生徒指導の理論及び方法
• 教育相談（カウンセリングに関する基礎
的な知識を含む。）の理論及び方法

• 進路指導（キャリア教育に関する基礎
的な事項を含む。）の理論及び方法

10 10 ６

教育実践に関す
る科目

• 教育実習 ５ ５ ５

• 教職実践演習 ２ ２ ２

大学が独自に設
定する科目 26 ２ ２

83 59 37「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、「数理、データ活用及び
人工知能に関する科目」又は「情報機器の操作」（各２単位、計８単位）

※１ 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語（以下「国語等」という。）の教科に関する専門的事項
を含む科目のうち１以上の科目を修得

※２ 専修免許状又は一種免許状の場合は、国語等の教科の指導法に関する科目についてそれぞれ１単位以上、二種免許状の場合に
は６以上教科の指導法に関する科目について、それぞれ１単位以上を修得

※３ １単位以上を修得
※４ 専修免許状又は一種免許状の場合は２単位以上、二種免許状の場合には１単位以上を修得
※５ 「教育職員免許法施行規則要の一部を改正する省令（令和３年文部科学省令第35号）」（令和３年８月４日公布、令和４

年４月１日施行）により、１単位以上を修得

（単位）  小学校教諭

※１ 健康、人間関係、環境、言葉及び表現（以下「健康等」という。）の領域に関する専門的事項を含む
科目のうち一以上の科目について修得

※２ １単位以上を修得

（単位）

普通免許状の取得に当たって修得を要する単位（幼稚園教諭・小学校教諭）

 幼稚園教諭
教科部分

教職部分

※５

「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、
「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」又は「情報機器の操作」（各２単位、計８単位）

領域部分

20



 幼稚園の園長、副園長・教頭、教諭のうち、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している者の割合
は、全体で86.2％。（参考：H26年度の併有者の割合は78.9％）

 小学校教諭免許と併有している者の割合は、全体の17.5％。

計 公立 私立

人数 ①に占める割合 人数 ①に占める割合 人数 ①に占める割合

園⾧

①普通免許状又は臨時免許状保持者 6,122 2,117 4,005

②保育士資格併有者 3,554 58.1% 1,386 65.5% 2,168 54.1%

③小学校教諭免許併有者 2,221 36.3% 966 45.6% 1,255 31.3%

副園⾧・教頭

①普通免許状又は臨時免許状保持者 5,467 1,068 4,399

②保育士資格併有者 3,998 73.1% 865 81.0% 3,133 71.2%

③小学校教諭免許併有者 1,553 28.4% 366 34.3% 1,187 27.0%

教諭等

①普通免許状又は臨時免許状保持者 88,131 12,598 75,533

②保育士資格併有者 78,379 88.9% 11,313 89.8% 67,066 88.8%

③小学校教諭免許併有者 13,700 15.5% 3,602 28.6% 10,098 13.4%

合計

①普通免許状又は臨時免許状保持者 99,720 15,783 83,937

②保育士資格併有者 85,931 86.2% 13,564 85.9% 72,367 86.2%

③小学校教諭免許併有者 17,474 17.5% 4,934 31.3% 12,540 14.9%

①一種又は二種免許状及び保育士資格併有者 83,191 13,214 69,977

②特例により上記幼稚園教諭免許状を取得 4,653 5.6％ 535 4.0% 4,118 5.9%

幼稚園における幼稚園教諭免許と保育士資格、小学校教員免許の「併有状況」

（出典）令和５年度幼児教育実態調査 21



幼稚園教諭（現職）の学歴の状況

○ 現職の幼稚園教諭全体における出身養成校の内訳として、
・４年制大学が約30%、短期大学が約66%。
・公立幼稚園だけに限ると、４年制大学等の出身の割合は約半数に上る。
○ 教員養成大学・短期大学の出身は約10％、一般系大学・短期大学が約90％。

（出典）令和４年度教員統計調査

22

参考：幼稚園教諭の学歴の状況（公私別）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

幼稚園

小学校

中学校

高等学校

教員養成系大学院 一般系大学院 教員養成系大学 一般系大学
教員養成系短期大学 一般系短期大学 一般系高等学校 一般系その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

私立

30.4 65.8



幼稚園教諭（新規）の学歴の状況 ー免許種ごとの授与件数よりー

○ 新規幼稚園教諭免許状取得者は全体的に減少。
〇 一種免許状（主として４年制大学の養成校卒業を想定）を取得した者の割合は約42%、
〇 二種免許状（主として短期大学の養成校卒業を想定）を取得した者の割合は約58%。二種免許状の

取得者の数はR4→R5で約2,000人の減少。

(出典)教員免許状授与件数等調査

専修 一種 二種 小計

平成26年度 248 16,751 31,728 48,727

平成27年度 248 17,772 33,638 51,658

平成28年度 261 18,832 33,681 52,774

平成29年度 264 18,316 32,312 50,892

平成30年度 207 18,223 30,892 49,322

令和元年度 274 17,886 27,993 46,153

令和２年度 206 17,208 26,811 44,225

令和３年度 226 17,234 25,854 43,314

令和４年度 202 16,950 25,020 42,172

令和５年度 213 16,396 22,778 39,387

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

免許状授与件数の推移

専修 一種 二種 小計
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教職課程を有する大学等における幼稚園教諭の免許取得状況

(出典)教員免許状取得状況等調査

○ 教職課程を有する大学等における免許取得「件数」については、幼稚園において、20年以上前と比べて
概ね同数だが、近年は減少傾向。

○ 免許取得「者」の実数については、教諭全体として減少傾向にあり、担い手の減少・不足が懸念される。

24



養成課程の学生の意識の変化について（主に実習の観点）

○ 養成課程における学生の幼稚園教諭への就職希望度については、入学年次～卒業年次において個人
によって様々であるが、希望度が低下したと答えた学生のうち、４年制大学の４割、短大の５割が「実習
中」に志望度が下がったと回答。

（出典）文部科学省委託事業 幼児教育における人材確保・キャリアアップ支援事業
（令和４年度）調査結果（※調査対象：４年制大学や短期大学の卒業年次の学生）

※各項目「とても」＋「やや」あてはまるの合計。
最終学年で、入学時点から幼稚園就職希望（5段階）
が下がった者の結果（短大2年n=116 大学4年n=65）

幼稚園就職希望度の推移による類型
（入学時→調査時点）

・入学時に幼稚園志望度が高く、その後維持
する学生は約3割
・学生の1～1.5割は、入学時の高い幼稚園希
望がその後低下

25



幼稚園免許が取得可能な大学数の推移（増減数）

○ 全体としては、養成校数はほぼ横ばい（H26:590→R6:582）。
○ その内訳として、一種免許状取得可能な大学数は増加（265→276）、二種免許状取得可能な大学
数は減少（214→195）。

○ 都道府県別にみると、域内に１校しかないところもあれば、十数校存在するところもあり、地域的偏在がある。

26

265

214

111

276

195

111

0

50

100

150

200

250

300

一種 二種 専修

H26 R6

※同一大学において複数区分の課程を開講している場合や、学部学科と専攻科等の双方で開講している場合は、重複して計上。
※通学で開講している大学等に限る。
(出典) 文部科学省において把握している「教員免許状を取得できる大学」を基に、作成



（３）幼稚園教諭の採用
等について
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※パートタイムを含む・実数値。

出典：厚生労働省「職業安定業務統計」

幼稚園教諭・保育士の有効求人倍率
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他学校種との就職率の比較

（出典）令和５年度教員免許状取得状況調査

幼稚園教諭免許取得学生等の就職先

○ 幼稚園教諭の免許を取得した学生のうち、実際に幼稚園・認定こども園に就職する学生の割合は28.4%。
（参考）保育士養成施設に通った学生が保育園・認定こども園に就職する割合は約６割。

（こども家庭庁調査より）

幼稚園・認定
こども園

小学校 中学校 高等学校

教員就職者 8,944 9,095 4,612 2,530
免許状取得者 31,445 23,177 40,813 49,178
割合 28.4％ 39.2％ 11.3％ 5.1％

（参考）

29

施設
数

卒業者

資格取得者

保育所等に勤務 保育所等以外

入学
定員

入学
者 保育園及び

幼保連携型
認定こども園

地域型保育
事業

保育園及び
幼保連携型
認定こども園
以外の児童
福祉施設

児童福祉事
業

幼 稚
園

障害者
支援施設

老人
福祉施設

そ の 他

か所 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

大 学 287 20,019 15,217 16,256 11,762 72.4% 8,866 75.4% 6,257 53.2% 82 0.7% 499 4.2% 450 3.8% 1,578 13.4% 2,896 24.6% 206 1.8% 44 0.4% 2,646 22.5%

短期大学 219 24,372 13,715 16,732 14,948 89.3% 12,933 86.5% 9,625 64.4% 157 1.1% 780 5.2% 541 3.6% 1,830 12.2% 2,015 13.5% 276 1.8% 23 0.2% 1,716 11.5%

専修学校 150 10,093 5,084 5,387 5,322 98.8% 4,505 84.6% 3,261 61.3% 113 2.1% 362 6.8% 313 5.9% 456 8.6% 817 15.4% 172 3.2% 5 0.1% 640 12.0%

その他の
施設

10 565 366 332 332 100.0% 276 83.1% 183 55.1% 14 4.2% 17 5.1% 61 18.4% 1 0.3% 56 16.9% 9 2.7% 0 0.0% 47 14.2%

計 665 52,387 34,382 38,707 32,364 83.6% 26,580 82.1%19,326 59.7% 366 1.1% 1,658 5.1% 1,365 4.2% 3,865 11.9% 5,784 17.9% 663 2.0% 72 0.2% 5,049 15.6.%



採用にあたっての学生側の意向・動向

（出典）文部科学省委託事業 幼児教育における人材確保・キャリアアップ支援事業
（令和４年度）調査結果（※調査対象：４年制大学の卒業年次の学生）

○ 学生が就職活動をする中で幼稚園教諭への志望度が下がった場合、その理由として高いものは、担任制
など個人の責任の重さ、人間関係等。

○ 学生が就職活動で知りたかったものの得にくかった情報として、主に職場の雰囲気や職員の人柄、若手
の時期の仕事内容等が挙げられる。職場の様子が短期間ではイメージが持ちにくい様子が窺える。

幼稚園教諭への就職希望度が下がった理由
（上位理由抜粋）

就職活動において知りたかった情報と
得にくかった情報（4年制大学：4年生）
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幼稚園教諭の早期離職者について

○ 幼稚園教諭において、早期（30歳未満）離職者数の割合が高い。幼稚園教諭全体で約60％と、他
の学校種（小～高）に比して高い。

○ 特に私立にあっては、全産業平均（33.2％）よりも高い（64％）状況にある。

小学校教諭離職者の年齢

他

30歳未満
12%

中学校教諭離職者の年齢

他

30歳未満
12%

高等学校教諭離職者の年齢

他

30歳未満
15%

幼稚園教諭離職者の年齢

他 30歳未満
60%

幼稚園教諭離職者の年齢(私立)

他
30歳未満

64%

幼稚園教諭離職者の年齢(公立)

他

30歳未満
26%

幼稚園 小学校 中学校 高等学校 全産業
全体 8,294 15,484 9,395 10,180
２５歳未満 2,112 552 277 335
２５歳以上３０歳未満 2,836 1,358 809 1,205
全体のうち、３０歳未満の割合 59.7% 12.3% 11.6% 15.1% 33.2%

出典：令和４年度教員統計調査
※令和３年４月１日～令和４年３月31日の離職者数

厚生労働省 令和３年度雇用動向調査（※全産業の部分）
※令和３年１月～令和３年12月の離職者数
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（出典）令和元年度文部科学省委託「幼稚園の人材確保支援事業」東京都私立幼稚園連合会
回答対象：加盟園の設置者・園長等
回答数：６８件

幼稚園教諭の離職理由

○ 幼稚園教諭の離職理由は様々考えられるが、（特に私立幼稚園にあっては）結婚や出産を機に離職する
者の割合が高い可能性がある。

○ それ以外の理由として、「ストレス」、「人間関係」、「労働条件」の順に多い。
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（出典）幼稚園の人材確保・活躍に向けたガイドブック
令和元年度文部科学省委託「幼稚園の人材確保支援の効果・課題に係る調査分析」報告書

幼稚園教諭の感じる人間関係の負担感

○ 幼稚園教諭の約半数が、人間関係（上司、同僚、保護者等）に「負担感」を感じると回答。
（参考）厚生労働省の労働安全衛生調査（実態調査）では、仕事にストレス等を感じる者のうち、対人関係でストレスを感じるのは約3割。
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（出典）幼稚園の人材確保・活躍に向けたガイドブック
令和元年度文部科学省委託「幼稚園の人材確保支援の効果・課題に係る調査分析」報告書

＜養成校の学生＞ ＜現役教員＞

幼稚園教諭の仕事の継続意向

○ 早期離職の割合が高い一方で、養成校の学生の約51％や、現役の教員の約33％は、産休や育休を経
ても継続的に勤務したい（離職したくない）と考えていた。

○ 産休や育休を経て退職しても、その後に再就職したいという者の割合は26％存在する。
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資料：「賃金構造基本統計調査」（平成24年から令和６年までの各年で公表されたもの）により、こども家庭庁保育政策課で作成。
（※１）「全産業」は、産業別データの「産業計」から役職別データの「役職計」を除いて算出したもの。
（※２）「保育士」は、役職者を除いた職種別データの保育士（男女）の数値。
（注１） いずれも一般労働者（短時間労働者を含まないもの）の男女で、役職者を除いた数値。
         「全産業」と「対人サービス産業」は、令和元年までは100人以上の企業の役職者、令和２年からは10人以上の事業所の役職者を除いた数値。 
       「月収」とは、賃金構造基本統計調査における「きまって支給する現金給与額」に、「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額。

「きまって支給する現金給与額」とは、労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって６月分として支給される現金給与額（基本給、職務手当、精皆勤手当、家族手当が含ま
れるほか、時間外勤務、休日出勤等超過労働給与を含む）のこと。いわゆる手取り額でなく、税込み額である。
「年間賞与その他特別給与額」とは調査前年の1年間（原則として調査前年の1月から12月までの1年間）における賞与、期末手当等特別給与額（いわゆるボーナス）をいう。

（注２）３％程度（月額９千円）の処遇改善は、令和４年２月から実施しており、令和４年の保育士の賃金に影響している。
令和３年人事院勧告に伴う公定価格上の人件費の改定率▲0.9％は、令和４年４月に適用していたが、補助事業においてその減額分に対応する金額の上乗せ補助を実施していた。
令和４年人事院勧告に伴う公定価格上の人件費の改定率2.1％は、令和５年２月に適用しており、令和４年の保育士の賃金には影響していない。

月収（万円）
全産業(※１)

職種別平均賃金（役職者除く）（月収換算）

保育士（※2)

令和６年人事院勧告に伴う公定
価格上の人件費の改定率10.7％
は、令和６年12月に適用してお
り、令和６年の保育士の賃金に
は影響していない。
また、令和５年の同改定率5.2%
は、令和５年12月に適用してお
り、令和６年の年間賞与額等に
反映しきれていない。

幼稚園教員・
保育教諭

32.9
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（４）幼稚園教諭に対する
研修の実施状況について
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（４）幼稚園教諭に対する
研修の実施状況について

 ①園での研修
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※1 母数：
・8,007幼稚園（公立：2,494園、私立：5,513園）
・6,673幼保連携型認定こども園（公立：945園、私立：5,728園）

※2 グラフ中の（ ）内は園数
※3 複数回答

幼稚園等における研修の実施・参加状況

○ 幼稚園等における研修の実施手法については、自主的に研修を実施する園が大半。それ以外では、地方
自治体が主催・共催した研修や、幼稚園団体等が主催する研修に参加する割合が比較的高い。

（出典）文部科学省 令和５年度幼児教育実態調査

89.7%

47.8%

92.7%

79.9%

72.9%

1.6%

74.5%

51.4%

58.5%

67.0%

47.9%

3.9%

79.2%

50.3%

69.2%

71.0%

55.7%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 園が自主的に研修を実施した

イ 都道府県又は政令指定都市が行う法定研修（初任者研修又

は中堅教諭等資質向上研修）に職員が参加した

ウ 都道府県又は市区町村が主催・共催する、法定研修以外の

研修に職員が参加した

エ 幼稚園・認定認定こども園団体が主催する研修に参加した

オ ア～エ以外の研修（他園の保育の見学等も含む）に職員が

参加した

カ 研修に参加した職員はいなかった

公立 私立 全体

幼 稚 園 幼保連携型認定こども園

88.9%

77.0%

89.9%

74.5%

72.3%

2.3%

85.7%

63.2%

79.3%

69.7%

59.4%

3.9%

86.2%

65.1%

80.8%

70.4%

61.2%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公立 私立 全体
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幼稚園等における研修の実施頻度（公私別）

○ 園内研修の頻度については、月1～2回、次いで年1～数回の園がほとんど。

（出典）文部科学省 令和５年度幼児教育実態調査

園内研修の頻度 【教育活動期間中】

1.7%

1.8%

11.3%

4.8%

60.5%

36.6%

26.2%

50.9%

0.2%

5.8%

公立

私立

幼稚園

週２回以上 週１回程度 月１～２回 年１～数回 無回答

0.5%

0.9%

5.6%

3.6%

63.1%

49.5%

30.7%

44.4%

0.1%

1.5%

公立

私立

幼保連携型認定こども園

週２回以上 週１回程度 月１～２回 年１～数回 無回答

園内研修の頻度 【長期休業期間中】

1.4%

1.3%

9.1%

3.7%

58.0%

20.2%

29.0%

62.5%

2.4%

12.4%

公立

私立

幼稚園

週２回以上 週１回程度 月１～２回 年１～数回 無回答

0.8%

0.7%

4.3%

2.2%

46.9%

25.4%

31.9%

42.8%

16.1%

28.9%

公立

私立

幼保連携型認定こども園

週２回以上 週１回程度 月１～２回 年１～数回 無回答
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※ 母数：「園が自主的に研修を実施した」を選択した園
・6,345幼稚園（公立：2,238園、私立：4,107園）
・5,751幼保連携型認定こども園（公立：840園、私立：4,911園）



幼稚園等における研修（主な内容）

○ 園（保育所や幼保連携型認定こども園を含む）において実施している研修として、事例を題材にした討
議・意見交換、研究保育、教材研究等に取り組む園が多い。

「その他」に挙げた研修として主なものは、日常保育（子どもの人権、障害児理解、給食）人材育成関係（キャリア、メンタルヘルス、ハラスメ
ント等）、安全管理関係、緊急時関係（食中毒、感染症、災害時訓練等）、ICT・WEB等を活用した研修、他園・他機関と連携の研修
などの回答があった。

（出典）文部科学省令和５年度委託調査「幼児教育の好事例の収集・蓄積・活用に関する調査研究」報告書
※全国の幼児教育施設より、幼稚園5,000、保育所3,000、幼保連携型認定こども園1,500を無作為に抽
出し、調査（回答率約37％） 40



幼稚園等における研修（０～２歳の未就園児関係）

○ 未就園児に関わる園の研修について多いものは、「乳幼児の発達や心理」、「健康衛生や安全管理」、
「運動発達や遊び」、「家庭との連携・子育て支援」、「主体的な遊びへの援助・環境構成」。

（出典）文部科学省令和６年度幼児教育の学び強化事業
 「幼稚園等における０～２歳児の受入れ」（委託先：一般社団法人保育教諭養成課程研究会）より 41



幼稚園等における研修ニーズ

○ 園長が求める研修ニーズとして高いものは、「特別支援教育」、「防犯・防災や事故防止など子供の安全」、
「小学校教育との連携・接続」、「子供理解」、「人権問題・人権教育」、「環境の構成と保育者の援助」、「カ
リキュラムマネジメント」、「小学校教育への接続を考慮した教育課程の編成」、「保護者との連携・協力」、
「園長としての役割」など。

（出典）文部科学省 平成30年度委託研究「幼児期の教育内容等深化・充実調査研究」より

（※「全国国公立幼稚園・こども園長会」の協力を得て、全国764の国公立幼稚園・預保連携型認定こども園を
対象に実施。園長536名から回答を得た。）

42

園長が求める研修 平均点 標準偏
差

①特別支援教育 4.88 .356
②防犯・防災や事故防止など子供
の安全

4.83 .414

③小学校教育との連携・接続 4.76 .497
④子供理解 4.75 .557
⑤人権問題・人権教育 4.66 .589

※それぞれの項目について、必要である（５点）、少し必要である（４点）、どちらともいえない（３点）、あまり必要でない
（２点）、必要でない（１点）の５作法で調査

園長が求める研修 平均点 標準偏
差

⑥環境の構成と保育者の援助 4.65 .603
⑦カリキュラムマネジメント 4.64 .570
⑧小学校教育への接続を考慮した
教育課程の編成

4.64 .571

⑨保護者との連携・協力 4.61 .591
⑩園長としての役割 4.58 .663



「その他」として、「平日午後休園にして行った」、「行事後の子供の
いない時間」、「動画をいつでも見られるようにしている」、「職員会議
の時」などの回答があった。

幼稚園等における園内研修の実施時間と実施上の課題

○ 園内研修は、平日の子供の降園後に実施する施設が多い。（幼稚園以外では、午睡の時間帯にも実施
するところが多い）。

○ 園内研修を実施するうえでの課題として、特に「研修時間の確保」を挙げる園が多い。そのほか、参加者
のモチベーションや、参加者以外への共有、研修の進め方や成果の把握等についても課題を抱えている。

（出典）文部科学省令和５年度委託調査「幼児教育の好事例の収集・蓄積・活用に関する調査研究」報告書
※全国の幼児教育施設より、幼稚園5,000、保育所3,000、幼保連携型認定こども園1,500を無作為に抽
出し、調査（回答率約37％） 43



（４）幼稚園教諭に対する
研修の実施状況について

 ②地方自治体での研修
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自治体による公立幼稚園等への研修の制度（法律）

公立幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）教諭 公立幼保連携型認定こども園保育教諭

採用 教育長 地方公共団体の長

昇任 教育長 地方公共団体の長

条件付き任用 ６ケ月 ６ケ月

政治的行為の制限 あり あり

研修義務 絶えず研究と修養に努める義務 絶えず研究と修養に努める義務

研修実施者 教育委員会（任命権者） 地方公共団体の長（任命権者）

指導助言者 教育委員会（任命権者） 地方公共団体の長（任命権者）

指標策定者 教育委員会（任命権者） 地方公共団体の長（任命権者）

教員研修計画 教育委員会（研修実施者） 地方公共団体の長（研修実施者）

研修等の記録 教育委員会（任命権者） 地方公共団体の長（任命権者）

協議会の組織者 教育委員会（任命権者） 地方公共団体の長（任命権者）

初任者研修

当分の間、適用しない。
採用の日から起算して1年未満のうちに職務の遂行に
必要な事項に関する研修を実施（指定都市以外の市町
村においては、都道府県教育委員会が実施）。

当分の間、適用しない。
採用の日から起算して1年未満のうちに職務の遂行に
必要な事項に関する研修を実施（指定都市以外の市町
村においては、都道府県知事が実施）。

中堅教諭等資質向上研修
当分の間、指定都市以外の市町村においては
都道府県教育委員会が実施。

当分の間、指定都市以外の市町村においては
都道府県知事が実施。

○ 公立幼稚園等では、研修の実施に関して法制度化されている。
○ 公立幼稚園と幼保連携型認定こども園では、研修の実施や指導助言を行う機関が分かれている。

（教育公務員特例法を基に作成） 45



都道府県・政令指定都市が行う法定研修における私立幼稚園教諭等の受け入れ状況

自治体における幼稚園等に対する研修の実施状況 ①法定研修

○ 都道府県や政令市において、法定研修（初任者研修、中堅教諭等資質向上研修）の中で私立幼稚
園教諭や保育教諭、保育士を受け入れている自治体数は増加。

○ 私立幼稚園教諭・保育教諭等を受け入れていない理由としては、初任者研修、中堅教諭等資質向上研
修でともに「公務員であること（幼稚園教諭であること）等を前提とした研修内容であり、私立の園の職員へ
の研修として適していないため」が一番多く、保育所に勤務する保育士を受け入れていない理由としては、初任
者研修、中堅教諭等資質向上研修でともに「都道府県が実施する別の研修により、研修を受ける機会が確
保されているため」が一番多かった。（次頁参照）

（出典）文部科学省 幼児教育実態調査（令和元年度、３年度、５年度）
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6.7%（1）

0.0%（0）

53.3%（8）

20.0%（3）

46.7%（7）

6.7%（1）

6.7%（1）

2.4%（1）

14.3%（1）

50.0%（12）

20.8%（5）

41.7%（10）

12.5%（3）

12.5%（3）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ア 対象者がいないため

イ 当該職種の研修参加に係るニーズを把握していないため

ウ 公務員であること（幼稚園教諭であること）等を前提とした研修内容であり、私立の園の
職員への研修として適していないため

エ 都道府県が実施する別の研修により、研修を受ける機会が確保されているため

オ 都道府県以外が実施する別の研修により、研修を受ける機会が確保されているため

カ 受入れ可能な人数に限りがあるため

キ その他

初任者研修 中堅教諭等資質向上研修

法定研修における私立幼稚園教諭等の受け入れ状況（続き）

※1 母数：私立幼稚園教諭・保育教諭等等を受け入れていない都道府県・指定都市数
（初任者研修：15自治体、中堅教諭等資質向上研修：24自治体）
保育所に勤務する保育士を受け入れていない都道府県・指定都市数

（初任者研修：43自治体、中堅教諭等資質向上研修：42自治体）
※2 グラフ中の（ ）内は自治体数
※3 複数回答

・私立幼稚園教諭・保育教諭等を受け入れてない理由

・保育所に勤務する保育士を受け入れてない理由

（出典）文部科学省 令和５年度幼児教育実態調査

2.3%（1）

11.6%（5）

23.3%（10）

37.2%（16）

20.9%（9）

20.9%（9）

32.6%（14）

4.2%（1）

14.3%（6）

26.2%（11）

33.3%（14）

23.8%（10）

19.0%（8）

28.6（12）%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ア 対象者がいないため

イ 当該職種の研修参加に係るニーズを把握していないため
ウ 公務員であること（幼稚園教諭であること）等を前提とした研修内容であり、私立の園の

職員への研修として適していないため
エ 都道府県が実施する別の研修により、研修を受ける機会が確保されているため

オ 都道府県以外が実施する別の研修により、研修を受ける機会が確保されているため

カ 受入れ可能な人数に限りがあるため

キ その他

初任者研修 中堅教諭等資質向上研修
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都 道 府 県

※1 母数：47都道府県
※2 グラフ中の（ ）内は都道府県数

・対象・参加実績

※1 母数：実施していると回答があった38都道府県。
対象施設を設置していない場合、「対象としていない」「参加実績がなかった」と
回答している点に留意が必要。

※2 グラフ中の（ ）内は都道府県数

実施している
80.9%（38）

実施していない
（無回答含む）

19.1%（9）

自治体における幼稚園等に対する研修の実施状況 ②幼保小の研修

○ 都道府県単位では、幼保小の合同研修を実施している都道府県は80.9%であった。
○ 幼保小の合同研修では、公私立問わず幼児教育施設職員及び自治体職員の参加実績があった。

（出典）文部科学省 令和５年度幼児教育実態調査

97.4%（37）

97.4%（37）

94.7%（36）

97.4%（37）

94.7%（36）

94.7%（36）

94.7%（36）

94.7%（36）

92.1%（35）

71.1%（27）

97.4%（37）

97.4%（37）

86.8%（33）

92.1%（35）

92.1%（35）

92.1%（35）

94.7%（36）

94.7%（36）

89.5%（34）

63.2%（24）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

ア公立幼稚園

イ私立幼稚園

ウ公立幼保連携型認定こども園

エ私立幼保連携型認定こども園

オ公立保育所

カ私立保育所

キ小学校教諭

ク域内自治体の幼児教育・保育担当者

ケ域内自治体の小学校教育担当者

コその他（小規模保育施設、事業所内保

育施設等）

対象 参加実績
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市 町 村

※1 母数：1,741市町村
※2 グラフ中の（ ）内は市町村数

・対象・参加実績

※1 母数：実施していると回答があった695市町村。
対象施設を設置していない場合、「対象としていない」「参加実績がなかっ
た」と回答している点に留意が必要。

※2 グラフ中の（ ）内は市町村数

実施している
39.9%（695 ）

実施していない
（無回答含む）
60.1%（1,046 ）

○ 市町村単位で幼保小の合同研修を実施している市町村は39.9%。
○ 市町村が行う幼保小の合同研修では、小学校や保育所の参加も多い。

（出典）文部科学省 令和５年度幼児教育実態調査

50.6%（352）

52.4%（364）

34.1%（237）

60.7%（422）

73.7%（512）

66.9%（465）

97.8%（680）

25.9%（180）

49.9%（347）

49.8%（346）

31.7%（220）

58.6%（407）

72.4%（503）

64.5%（448）

97.1%（675）

21.2%（147）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア公立幼稚園

イ私立幼稚園

ウ公立幼保連携認定こども園

エ私立幼保連携認定こども園

オ公立保育所

カ私立保育所

キ小学校教諭

クその他（小規模保育施設、事業所内保

育施設等）

対象 参加実績
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都 道 府 県

※1 母数：47都道府県
※2 グラフ中の（ ）内は都道府県数

・主な対象（複数回答可）

※1 母数：実施していると回答があった44都道府県
※2 グラフ中の（ ）内は都道府県数

実施している
93.6%（44）

実施していない（無回答含む） 6.4%（3）

市 町 村

実施して
いる

31.2%
（543 ）実施していない

（無回答含む）
68.8%（1,198 ）

※1 母数：1,741市町村
※2 グラフ中の（ ）内は市町村数

※1 母数：実施していると回答があった543市町村。
※2 グラフ中の（ ）内は市町村数

自治体における幼稚園等に対する研修の実施状況 ③その他の研修

○ 初任者研修、中堅教諭等資質向上研修及び幼保小の合同研修以外の研修を実施している都道府県は
93.6%、市町村は31.2%であった。

○ 実施している都道府県では、ほとんどの自治体が公私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園のいずれもを
対象としている。

○ 実施している市町村では、対象にばらつきがある。

（出典）文部科学省 令和５年度幼児教育実態調査

100.0%（44）

97.7%（43）

100.0%（44）

97.7%（43）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 公立幼稚園

イ 私立幼稚園

ウ 公立幼保連携認定こども園

エ 私立幼保連携認定こども園

63.5%（345）

41.3%（224）

44.6%（242）

56.4%（306）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア 公立幼稚園

イ 私立幼稚園

ウ 公立幼保連携認定こども園

エ 私立幼保連携認定こども園
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